
ＥＬ.＋6.5m

ＥＬ.＋8.5m

Ａ-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）

原子炉建物

制御室建物

廃棄物処理建物

取水槽海水ポンプエリア，

取水槽循環水ポンプエリア

ＥＬ.＋44.0m

ＥＬ.＋15.0m

ＥＬ.＋50.0m

タービン建物

B-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）

排気筒

屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

タービン建物

原子炉建物
排気筒

廃棄物処理建物

制御室建物

【島根原子力発電所 鳥瞰図】

島根原子力発電所２号炉 設計基準対象施設に対する津波防護対策の概要 

 

Ⅰ 設計基準対象施設の津波防護対象設備と基準津波による津波高さ                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 敷地への浸水防止（遡上波の地上部からの到達・流入防止）＜外郭防護１＞                                                    

 

 

 

評価位置 津波高さ※７ 

施設護岸又は防波壁 

日本海 

東縁部 
EL.+11.9m 

海域活断層 EL.+4.2m 

設計基準対象施設の津波防護対象設備※１を内包する建物及び区画 設置標高 

・原子炉建物 

・廃棄物処理建物 

・制御室建物 EL.+15.0m 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を敷設するエリア 

・屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）※２ 

・タービン建物 

EL.+8.5m 

・取水槽海水ポンプエリア※３ 

・取水槽循環水ポンプエリア※４ 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を敷設するエリア 

・屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）※５ 

・屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）※６ 

第１表 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画の設置標高 第２表 施設護岸又は防波壁における津波高さ 

第１図 設計基準対象施設の津波防護対象設備 

中国電力株式会社 

令和３年３月 15日 

EP-066改 58(説 27) 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画 

◆基準津波による遡上波が設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地に到達・流入するため，津波防護対策を講じ

る必要がある。以下に津波防護対策（外郭防護１，外郭防護２，内郭防護）の概要を示す。 

・外郭防護１: 津波防護対象設備を内包する建物及び区画に基準津波による遡上波を地上部から到達流入させない。また，取水路，放
水路等の経路から流入させない。 

・外郭防護２: 取水・放水施設，地下部等において，漏水の可能性を考慮し，漏水による浸水範囲を想定して，津波防護対象設備への
影響を防止する。 

・内郭防護 : 津波防護対象設備を内包する建物・区画は，浸水防護することにより，津波による影響から隔離する。 

※１：クラス１及びクラス２設備並びに耐震Ｓクラスに属する設備 

※２：Ｂ－非常用ディーゼル発電設備（燃料移送系）配管を内包す

るエリア 

※３：原子炉補機海水ポンプ・配管及び高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプ・配管を内包するエリア 

※４：原子炉補機海水系配管，高圧炉心スプレイ補機海水系配管及

び原子炉補機海水ストレーナを内包するエリア 

※５：Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送配管），高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機（燃料移送配管）を内包するエリア 

※６：タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）と接

続するエリア 

※７：施設の設計，評価に用いる津波高さ（入力津波） 
：ＥＬ.＋6.5m盤
：ＥＬ.＋8.5m盤
：ＥＬ.＋15.0m盤
：ＥＬ.＋44.0m盤
：ＥＬ.＋50.0m盤

敷地境界 
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第２図 基準津波による遡上波の到達・流入防止対策イメージ 

（平面図） 

① 防波壁及び防波壁通路防波扉の設置 

【目的】基準津波による遡上波が設計基準対象施設の津波防護対象施設の設置された 

建物及び区画に到達・流入することを防止する。 

【対策】３種類の構造型式からなる防波壁※及び防波壁通路防波扉の設置 

※多重鋼管杭式擁壁，逆Ｔ擁壁，波返重力擁壁 

【説明】第２図参照 

（防波壁設置前） 

防波壁通路防波扉

防波壁

多重鋼管杭式擁壁 逆Ｔ擁壁 波返重力擁壁(岩盤部)

防波壁通路防波扉
（３号炉東側）

北

南
多重鋼管杭式擁壁

鋼管杭

捨石 改良地盤

埋戻土

岩盤

EL 15.0m

西

東

埋戻土

岩盤

グラウンドアンカー

逆Ｔ擁壁

鋼管杭※1

改良地盤

※1 逆T擁壁は鋼管杭の効果を期待しなくても，耐震・耐津波安全性を
担保している。

EL 15.0m

グラウンドアンカー※2

波返重力擁壁

護岸

北

南

埋戻土

岩盤

消波ブロック

※2 波返重力擁壁はグラウンドアンカーの効果を期待しなくても，耐震・耐津波
安全性を担保している。

EL 15.0m

▽EL.+15.0m

▽EL.+8.5m

扉体(スキンプレート，主桁，補助縦桁)

水密ゴム

（防波壁設置後） 



 

 Ⅲ 敷地への浸水防止（取水路，放水路等からの津波流入防止）＜外郭防護１＞                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

区分 流入経路※８ 流入箇所 対策 図 

取水路，放水路等

から敷地への流

入 

①２号炉取水路 a.取水槽除じん機エリア天端開口部 防水壁及び水密扉 ４，５ 

b.取水槽海水ポンプエリア及び循環水ポ

ンプエリア床面開口部 
逆止弁 ５ 

c.取水槽Ｃ／Ｃケーブルダクト貫通部 貫通部止水処置 ５ 

②２号炉放水路 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

貫通部 
貫通部止水処置 － 

③屋外排水路 集水枡 屋外排水路逆止弁 ６，７ 

④１号炉取水路 取水槽天端開口 流路縮小工 ８，９ 

第３表 津波の流入経路に対する対策 

①-a. ２号炉取水槽除じん機エリア天端開口部への防水壁及び水密扉の設置 

【目的】２号炉取水路からの流入津波が取水槽除じん機エリア天端開口部から敷地に

流入することを防止する。 

【対策】２号炉取水槽除じん機エリア天端開口部に防水壁及び水密扉を設置 

【説明】第４，５図参照 

第４図 ２号炉取水施設断面図 第５図 ２号炉取水槽 対策の概要 

①-c. ２号炉取水槽 C/Cケーブルダクト貫通部への貫通部止水処置の実施 

【目的】２号炉取水路からの流入津波が取水槽 C/C ケーブルダクトを経由し，敷地に流入することを防

止する。 

【対策】取水槽除じん機エリアと取水槽 C/Cケーブルダクトの貫通部に貫通部止水処置を実施 

【説明】第５図参照 

第３図 海域につながる取水路，放水路等の経路概要 

①-b. ２号炉取水槽海水ポンプエリア及び循環水ポンプエリア床面開口部への逆止弁の設置 

【目的】２号炉取水路からの流入津波が取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアの床

ドレン開口部を経由し，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアに流入する

ことを防止する。 

【対策】２号炉取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリア床面開口部に逆止弁を設置 

【説明】第５図参照 
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※８：１号炉放水連絡通路については閉塞することから，津波の流入経路とならない。 

R

R

R

R

T

T

T

H

Ｃ

Ｃ

Ｃ

J

J

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：取水槽C/Cケーブルダクト

：分離壁

：原子炉補機海水ポンプ

：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

：タービン補機海水ポンプ

：循環水ポンプ

：除じんポンプ

R

H

T

C

J

：津波の浸水範囲

循環水ポンプ
ＥＬ.＋8.8m

ＥＬ.＋8.5m

ＥＬ.＋1.1m海水ポンプ ＥＬ.＋4.0m

ＥＬ.＋0.4m

ＥＬ.＋11.3m

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：津波の浸水範囲

EL.－18.00m

EL.－9.50m

EL.－12.50m

(H.W.L)EL＋0.58m

EL.＋15.0m

EL.＋9.80m

EL.＋8.80m

防波壁



 PN

：屋外排水路逆止弁

陸側海側
固定ボルト

扉体（鋼製）

戸当り
（鋼製）

屋外排水路

▽EL.+6.5m

1/100

基準津波

防波壁（波返重力擁壁）

防波壁外
（海側）

防波壁内
（陸側）

▽EL.+15.0m

屋外排水路逆止弁の設置

（北）（南）

流路縮小工

１号炉取水槽流路縮小工

取水管

縮小板
（開口率５割程度）

（縮小板正面図）

（断面図）

縮小板

固定ボルト

取水管

１号炉取水槽 流路縮小工（新設部材）
流路縮小工（既設取水管）

北（海側）南（陸側）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ １号炉取水槽への流路縮小工の設置 

【目的】流路縮小工による開口率の低下に伴い，取水槽水位を低下させ，１号炉取水

槽天端開口部から敷地への流入を防止する。 

【対策】１号炉取水管端部に流路縮小工を設置 

【説明】第８，９図参照 
③ 屋外排水路への屋外排水路逆止弁の設置 

【目的】屋外排水路へ津波が流入して敷地面で開口する集水升から敷地への流入を防止する。 

【対策】屋外排水路に屋外排水路逆止弁を設置 

【説明】第６，７図参照 

第６図 屋外排水路逆止弁配置図及び構造図 

第７図 屋外排水路からの流入防止対策イメージ 

② ２号炉屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）貫通部への貫通部止水処置の実施 

【目的】２号炉放水路からの流入津波が屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）貫通部を経由

し，タービン建物に流入することを防止する。 

【対策】屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の貫通部に貫通部止水処置を実施 
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（断面図） （正面図） 

屋外排水路逆止弁 構造図例 第８図 １号炉水槽流路縮小工 配置図 

▽EL.-7100

▽EL.+8800

流路
縮小工

単位：mm

（平面図） （1 号炉取水槽 平面図） 

拡大 

第９図 １号炉取水槽流路縮小工 構造図 



 

Ⅳ 漏水による重要な安全機能への影響防止＜外郭防護２＞                                                                     

「Ⅲ 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止＜外郭防護１＞」に示したとおり，津波の流入経路に対して津波の流入防止対策を講じているが，重要な安全機能を有する設備である非常用海水冷却系の海水ポン

プが設置されている取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアを浸水想定範囲，防水区画として設定し，安全機能への影響がないことを確認している。 

 

◆取水槽海水ポンプエリア床ドレン開口部の評価 

【目的】津波が流入する可能性のある箇所として，取水槽海水ポンプエリアに床ドレン開口部が存在する。このため，取水槽海水ポンプエリアを浸水想定範囲に設定した上で，安全機能への影響を評価する。 

【評価】保守的に取水槽床ドレン逆止弁に津波が到達した場合に漏水が発生することを考慮し，浸水想定範囲における浸水を仮定する。その上で，浸水想定範囲内に設置される安全機能を有する設備である非常用海水冷却系の     

海水ポンプが機能喪失する高さに対して，十分余裕のあることを確認（1m以上の余裕を確認）（第４表）。 

【説明】第１０図，第１１図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定事象

・取水槽EL1.1mに設置された取水槽床ドレン逆止弁に津波が到達した場合に，

許容漏水量の漏水が発生すると想定する。
・一度流入したものは，流出しないものとする。

・漏水の継続時間は，取水槽における時刻歴波形より180分とする。

評価手法

Ｘ＝Ｑ×ｔ

Ⅹ：合計漏水量(m3)
Ｑ：許容漏水量(m3/min)

ｔ ：EL1.1m以上の津波が継続する時間(min)

 

 

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

R

R

R

R

T

T

T

H

Ｃ

Ｃ

Ｃ

J

J

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：分離壁

：原子炉補機海水ポンプ

：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

：タービン補機海水ポンプ

：循環水ポンプ

：除じんポンプ

R

H

T

C

J

循環水ポンプ ＥＬ.＋8.8m

ＥＬ.＋8.5m

ＥＬ.＋1.1m海水ポンプ ＥＬ.＋4.0m

ＥＬ.＋0.4m

ＥＬ.＋11.3m

 原子炉補機海水

ポンプ(Ⅱ系) 

エリア 

原子炉補機海水

ポンプ(Ⅰ系) 

エリア 

高圧炉心スプレイ 

補機海水ポンプ 

エリア 

滞留面積(m2) ① 54 38 22 

モータ下端高さ(ELm) 

[( )書きは床面からの高さを示す] 

2.7 

(1.6m) 

2.3 

(1.2m) 

床高さ(ELm) 1.1 

取水槽床

ドレン逆

止弁 

個数 3 3 2 

１個の漏水量(m3/h) 0.008 0.008 0.008 

漏水量(m3/h) ② 0.024 0.024 0.016 

１時間あたりの溢水水位（m） 

（②／①） 
4.5×10-4 6.4×10-4 7.3×10-4 

津波継続時間(時間) 3 

溢水水位(m) 2×10-3 2×10-3 3×10-3 

 

第１１図 非常用海水冷却系の海水ポンプの機能喪失高さ（原子炉補機海水ポンプの例） 

第４表 浸水想定範囲である取水槽海水ポンプエリアの漏水量評価結果 

第１０図 取水槽床ドレン逆止弁を介した漏水評価 

取水槽 
海水ポンプエリア 

原子炉補機海水ポンプ(Ⅱ系)エリア 

原子炉補機海水ポンプ(Ⅰ系)エリア 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプエリア 
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屋外 原子炉建物

メタクラ（電源）
（機能喪失高さ：EL.＋23.8m）

ポンプモータ下端
▽EL.＋2.7m

海水ポンプエリア床面
▽EL.＋1.1m

保護回路

遮断器

保護回路

遮断器

保護回路

遮断器

他補機へ給電

海水ポンプモータ 端子台



 

Ⅴ 重要な安全機能を有する施設の隔離＜内郭防護＞                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

浸水防護重点化範囲 浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口 対策 図 

タービン建物（耐震Ｓクラ
スの設備を設置するエリ
ア） 

タービン建物（復水器を設置するエリア）との境界にある開口部 防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置 １５ 

タービン補機海水系配管 隔離弁（電動弁：インターロックによる閉止） 

１６ 

タービン補機海水系配管（放水配管） 
隔離弁（逆止弁） 

液体廃棄物処理系配管（排水配管） 

原子炉補機海水系配管（放水配管） 基準地震動Ｓｓによる地震力に対するバウンダリ機能
保持 高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放水配管） 

建物間接合部（原子炉建物） エキスパンションジョイント止水板（第 9条対策） 
－ 

建物外壁にある隙間部（配管貫通部） 貫通部止水処置（第 9条対策） 

取水槽循環水ポンプエリア 
タービン補機海水系配管 

隔離弁（電動弁：インターロックによる閉止）， 
基準地震動Ｓｓによる地震力に対するバウンダリ機能
保持 

１６ 循環水ポンプ及び配管 
基準地震動Ｓｓによる地震力に対するバウンダリ機能
保持 取水槽海水ポンプエリア タービン補機海水ポンプ及び配管 

除じんポンプ及び配管 

取水槽循環水ポンプエリア タービン建物（復水器を設置するエリア）との境界にある開口部 貫通部止水処置 

１５ 原子炉建物 タービン建物（復水器を設置するエリア）との境界にある開口部 
建物外壁にある隙間部（配管貫通部） 

貫通部止水処置 

建物間接合部（タービン建物） エキスパンションジョイント止水板（第 9条対策） － 

建物外壁にある隙間部（配管貫通部） 貫通部止水処置（第 9条対策） － 
廃棄物処理建物 建物外壁にある隙間部（配管貫通部） 貫通部止水処置（第 9条対策） － 

【目的】津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，
貫通口）に流入することを防止する。 

【対策】防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁等の設置（第５表） 
【説明】第１２図，第１３図，第１４図，第１５図参照 

第５表 浸水防護重点化範囲とその境界における対策 

第１２図 浸水防護重点化範囲 

第１４図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における浸水対策 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

第１５図 海域と接続する低耐震クラス機器・配管への対策概要図 

（平面図） （A-A 断面） 
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第１３図 地震による溢水の概念図（低耐震クラスの機器及び配管の損傷） 

原子炉建物
タービン建物

屋外タンク

RSWP TSWP
CSWP

取水槽
循環水ポンプエリア海水ポンプエリア

地下水排水ピット

タービン建物（復水器を設置するエリア）
タービン建物（耐震Ｓクラスの
設備を設置するエリア）

a.タービン建物（復水器を設
置するエリア）における溢水

b.タービン建物（耐震Ｓクラスの設備
を設置するエリア）における溢水

c.取水槽循環水ポンプ
エリアにおける溢水

d.取水槽海水ポンプエ
リアにおける溢水

f.建物外周地下部

における地下水の

上昇

e.屋外タンク等による
屋外における溢水

RSW配管（放水
配管）

TSW配管TSW配管TSW配管

※

 ※ 

 

※ 

※ 津波による溢水は影響しない地震単独事象 
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：水密扉 

：復水器エリア防水壁 

：貫通部止水処置 

：浸水防護重点範囲 

：浸水範囲 

EL+1,300 

防水壁天端高さEL.＋5.3m

防水壁天端高さEL.＋4.9m

（天井高さまで）
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